
 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。 

  平成１８年３月２２日 

千葉市長 鶴 岡 啓 一 

千葉市条例第２５号 

千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一

部を改正する条例 

 千葉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例（平成５

年千葉市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

おゆみ野学園前

駅南東地区地区

整備計画区域 

都市計画法第２０条第１項の規定により告示さ

れたおゆみ野学園前駅南東地区地区計画の区域の

うち、地区整備計画が定められている区域 

 別表第２おゆみ野駅南地区地区整備計画区域の項、おゆみの道西地区

地区整備計画区域の項、おゆみ野秋の道西地区地区整備計画区域の項、

おゆみ野秋の道東地区地区整備計画区域の項、おゆみ野中央東地区地区

整備計画区域の項及びおゆみ野南６丁目東地区地区整備計画区域の項中

「（政令第１３０条の５各号に掲げるものを除く。）」を削り、同表に

次のように加える。 

お ゆみ

野 学園

前 駅南

東 地区

地 区整

備 計画

区域 

低層住

宅地区 

 次に掲げる建築物以外のもの 

（１）一戸建ての住宅 

（２）一戸建ての住宅で事務所、店舗その他こ

れらに類する用途を兼ねるもののうち政令

第１３０条の３で定めるもの 

（３）前２号の建築物に附属するもの（政令第

１３０条の５各号に掲げるものを除く。） 

 沿道住  次に掲げる建築物以外のもの 

 宅地区 （１）一戸建ての住宅 

  （２）一戸建ての住宅で事務所、店舗その他こ

れらに類する用途を兼ねるもののうち政令 

 



    第１３０条の３で定めるもの 

（３）店舗、飲食店その他これらに類する用途

に供するもののうち政令第１３０条の５の

２で定めるもので、その用途に供する部分

の床面積の合計が１５０平方メートル以内

のもの（３階以上の部分をその用途に供す

るものを除く。） 

（４）診療所 

（５）前各号の建築物に附属するもの 

 別表第２の２おゆみ野駅南地区地区整備計画区域の項、おゆみの道西

地区地区整備計画区域の項、おゆみ野秋の道西地区地区整備計画区域の

項、おゆみ野秋の道東地区地区整備計画区域の項、おゆみ野中央東地区

地区整備計画区域の項及びおゆみ野南６丁目東地区地区整備計画区域の

項を削り、同表に次のように加える。 

おゆみ野学

園前駅南東

地区地区整

備計画区域 

低層住

宅地区 

１０分の１０ 

 別表第３おゆみ野駅南地区地区整備計画区域の項、おゆみの道西地区

地区整備計画区域の項、おゆみ野秋の道西地区地区整備計画区域の項、

おゆみ野秋の道東地区地区整備計画区域の項、おゆみ野中央東地区地区

整備計画区域の項及びおゆみ野南６丁目東地区地区整備計画区域の項を

削り、同表に次のように加える。 

おゆみ野学

園前駅南東

地区地区整

備計画区域 

低層住

宅地区 

１０分の５（法第５３条第３項第２号に該

当する建築物にあっては、１０分の６） 

 別表第４に次のように加える。 

おゆみ野学

園前駅南東 

低層住

宅地区 

１６５平方メートル 

 



 
地区地区整

備計画区域 

沿道住

宅地区 

 

 別表第５に次のように加える。 

低層住

宅地区 

おゆみ野

学園前駅

南東地区

地区整備

計画区域 
沿道住

宅地区 

 建築物の外壁又はこ

れに代わる柱の面から

道路境界線までの距離

は１メートル以上、隣

地境界線までの距離は

０．８メートル以上と

する。 

（１）地階のもの 

（２）物置その他これ

に類する附属建築

物で、高さが３メ

ートル以下のもの 

（３）建築物に附属す

る自動車車庫 

 別表第６おゆみ野駅南地区地区整備計画区域の項、おゆみの道西地区

地区整備計画区域の項、おゆみ野秋の道西地区地区整備計画区域の項、

おゆみ野秋の道東地区地区整備計画区域の項、おゆみ野中央東地区地区

整備計画区域の項及びおゆみ野南６丁目東地区地区整備計画区域の項を

削り、同表に次のように加える。 

おゆみ野学

園前駅南東

地区地区整

備計画区域 

低層住

宅地区 

１０メートル 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

 


